
１ 契約締結日から選挙期日の直近の土曜日まで

２ 公示日の翌日から選挙期日の直近の土曜日まで

３ 選挙期日

４

（１）　選挙物品の搬送準備期間（選挙期日より７日前まで）

ア    大ケース及び小ケース、各投票所物品を、門真市立リサイクルプラザ（２、４階の保管室）より

受注者の保管庫に搬送し、同時に運び入れができるようにしておく。

（門真市立リサイクルプラザからの搬出は、土曜日又は日曜日のみとする。）

イ 　 なお、投票所物品については、投票所搬送物品一覧表に基づき32ヶ所の投票所ごとに搬送

期限までに仕分けを行っておくこと。

ウ 　 配車の都合上、上記日程が困難な場合は選挙管理委員会事務局と協議の上で日程を調整

することができる。

エ 　 LED投光器のコンセントを差し込み、点灯確認を行っておくこと。

オ 　 各投票所への物品の搬送日時や搬入場所については、選挙管理委員会事務局から提供さ

れる各投票所の鍵の保管者（施設管理者等）に事前に連絡を取り確認しておくこと。

（２）　搬送日（選挙期日５日前から選挙期日３日前まで）

ア 各投票所への物品搬送作業（別紙：投票所搬送物品一覧表）

※小・中学校の搬送に当たっては可能な限りグラウンドを通らないこと。

　 やむを得ずグラウンドを通る際は、最短距離で且つ横切ることのないようにする。

イ  　投票所搬送物品一覧表に基づき各投票所に搬送するが、投票所番号が記載されている物

品については、投票所番号を確認の上、搬送すること。

なお、上記の他、別途搬送が必要なときは対応すること。 

ウ 　 投票所への搬送が遅れる可能性がある場合、必ず事前に鍵の保管者（施設管理者等）に連

絡して、その指示に従うこと。

エ  　事前に選挙管理委員会事務局から投票所物品の搬送を行う旨、受注者より後日日程調整を

行う旨の通知を各投票所の鍵の管理者に行う。

また、投票物品を搬送する当日にも確認の連絡を入れること。

オ  　各小中学校へ搬送するときは、職員室に行き、教頭に連絡し、指定の位置に置く。

また、教頭に連絡した際、回収時の打ち合わせも済ませておくこと。

カ 　 配車の都合上、上記日程が困難な場合は選挙管理委員会事務局と協議の上で日程を調整

することができる。（ただし、選挙期日２日前までに必ず配送完了しなければならない。）
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（３）－１　開票所（門真市総合体育館）からの回収・保管（選挙期日翌日から選挙期日の直近の土曜日

まで）

ア 　選挙期日の翌日、門真市総合体育館から物品を回収する。回収した物品は受注者倉庫へ

搬送し、直近の土曜日まで保管する。

イ  　回収作業の際には、選挙管理委員会事務局職員の指示に従い作業にあたること。

（３）－２　各投票所からの回収・保管（選挙期日の翌日から選挙期日４日後までに回収し受注者倉庫

にて保管）

ア 　各投票所の物品を回収し、受注者にて直近の土曜日まで保管。

　各小中学校の回収に当たっては可能な限りグラウンドを通らない。

　 　　やむを得ずグラウンドを通る際は、最短距離で且つ横切ることのないようにする。　やむを得ずグラウンドを通る際は、最短距離で且つ横切ることのないようにする。

イ  　配車の都合上、上記日程が困難な場合は選挙管理委員会事務局と協議の上で日程を調整

することができる。（ただし、選挙期日翌日以降に着手するものとする）

ウ 　 各投票所からの物品の回収日時については、選挙管理委員会から提供される各投票所の

　 鍵の保管者（施設管理者等）に事前に連絡を取り確認しておくこと。

エ  　仕様書に指定のない物品等が投票所に残されている場合は速やかに該当投票所と該当物

品を選挙管理委員会事務局にて連絡をすること。

（３）－３　門真市第２行政委員会室の選挙物品の回収・保管（選挙期日の翌日から選挙期日３日後

までに回収し受注者倉庫にて保管）

ア  　回収作業の際、選挙管理委員会事務局職員が同行し、職員の指示に従い作業にあたること。

イ  　門真市立リサイクルプラザへ搬送時は選挙管理委員会事務局に事前に連絡し、職員の指示に

従い、所定の位置に置くこと。

（３）－４　門真市立リサイクルプラザへの選挙物品の搬送

ア 　受注者にて保管している選挙物品を選挙期日の直近の土曜日に門真市立リサイクルプラザに

搬送する。

イ 　 大ケースの消耗物品（ガムテープ、養生テープ、ゴミ袋、タフロープ、不用物品）を門真市立

リサイクルプラザにて仕分けして収納する。（不用物品の仕分けは職員に確認すること。）

ウ  　門真市立リサイクルプラザへ搬送時は選挙管理委員会事務局に事前に連絡する。

事務局職員の指示に従い、物品を搬送すること。

５　物品搬送・回収及び開票所設営・撤去場所所在地

（１）　投票所（別紙一覧32ヶ所）

（２）　門真市立総合体育館（門真市中町11-70）

（３）　門真市第２行政委員会室（門真市中町１－１）

（４）　門真市立リサイクルプラザ（門真市深田町19－５）

６　支払条件

　　完了払

７　備考

（１）　その他仕様書に定めのない事項については、協議の上定めるものとする。

（２）　投票所及び開票所の名称や所在地が変更になった場合は、別途連絡を行う。


